
３．事後評価の実施

（１）　実施時期

（２）　評価の方法

４．総合的な所見

５．各目標の達成状況

（１）　老朽化対策を図る整備

【目標の達成状況】 目標を達成した　／　達成できなかった

【所見】

（様式２）

・学校への聞き取り調査及び建築士による竣工検査を行い、結果内容を踏まえて教育委員会が評
価する。
・蔵木小学校の改修工事では、教育委員会において学校保健安全法施行規則第28条の安全点
検項目及び建築基準法第12条の法定点検項目を基準として検討し、校舎の外壁、床、天井、壁及
びトイレを中心とした異常の有無について確認することとした。
・各中学校の空調機設置工事では、各学校に通知した「各学校空調機（エアコン）の使用について
（お知らせ）」の使用に関する基準の遵守を、目標達成度合いについて計測するための指標とし、
当該基準の順守状況について各学校へ聞き取り調査を行い、その結果について評価する。

・施設整備計画の目標は概ね達成できた。蔵木小学校の改修工事では、特に児童及び学校から
高感触を得ているほか、指標である建物の長寿命化について達成が可能な環境整備ができたた
め、今後もこまめな安全点検を行い、児童及び教員等の安全確保と教育環境の向上を行うこととす
る。各中学校の空調機設置工事では、各中学校から熱中症予防や室内温度の適温調整により、
生徒及び教職員の健康管理と教育環境の向上につながったとの評価の声を得ている。特に本年
度は夏場の異常気象による教室内の温度上昇が激しく、生徒の健康管理には多大な影響があっ
たと考える。

令和5年8月8日　評価結果を決定

蔵木小学校において、建築基準法第12条の検査結果に基づき長寿命化を図り、老朽化が著しく
著しく構造上危険な状態にある校舎の外壁、床、天井、壁を中心とした改修を行い、児童及び教員
等の安全確保と教育環境の向上を実現した。



（２）　新時代の学びを支える安全・安心な教育環境の確保を図る整備

【目標の達成状況】 目標を達成した　／　達成できなかった

【所見】

（３）　教室不足の解消等を図る整備

【目標の達成状況】 目標を達成した　／　達成できなかった

【所見】

（４）　教育環境の質的な向上を図る整備

【目標の達成状況】 目標を達成した　／　達成できなかった

【所見】

（５）　施設の特性に配慮した教育環境の充実を図る整備

【目標の達成状況】 目標を達成した　／　達成できなかった

【所見】

６．改築後の危険建物等のとりこわし状況

蔵木小学校において、管理教室棟のトイレの洋式化・乾式化が未実施であること、特別教室への
空調機器の未設置があるため、当該工事の実施により熱中症の予防対策及び児童及び教職員の
健康管理と教育環境の向上に努めた。各中学校の特別教室等への空調設備の設置を行い、熱中
症の予防対策、生徒及び教職員の健康管理と教育環境の向上に努めた。


